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１ 行政改革の推進について 

  ２８年度については、第五次行政改革大綱に沿った単年度の実施計画を作成し、継続性の

ある行政改革の推進を図るとともに、第六次行政改革大綱及び推進計画を策定したところで

ある。 

  ２９年度については、推進計画に基づき、質の高い行政サービスを持続的に提供できる行

財政運営に向け、さらなる行政改革の取組みを着実に推進していくこととしている。 

 

２ ２８年度実施計画の実施状況・重点取組事項別の主な取組について 

  ２８年度は、実施計画に掲げた１１２項目のうち１１１項目について、実施した（実施率

９９％）。また、未実施の１項目は２９年５月に実施したところである。 

 【２８年度行政改革実施計画の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度行政改革実施計画の実施状況及び 

平成２９年度行政改革推進計画について（総括） 

資料１ 

継続
項目数

新規
項目数

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ）

(１)市民に優しい質の高い
　　行政サービスの提供 15 11 4 15 100%

(２)職員の意識改革と人材育成 17 15 2 17 100%

(３)スピード感を持った効果的な
　　行財政運営の推進 42 37 5 41 98%

(４)民間力のさらなる活用 3 2 1 3 100%

(５)市民との協働の推進 23 22 1 23 100%

(６)社会貢献活動の充実 12 12 0 12 100%

合　　計 112 99 13 111 99%

重点取組事項

計画項目数

（Ｂ）＋（Ｃ）

実施
した

項目数

実施率

（Ｄ）／（Ａ）
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  ２８年度の重点取組事項別の主な実施項目は次のとおりである。 

 

重点取組事項１ 市民に優しい質の高い行政サービスの提供  

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  社会経済情勢の変化や多様化、高度化する市民ニーズを的確に把握し、市民にとって便利

で利用しやすく、質の高い行政サービスの提供に努める。また、情報通信技術を積極的に活

用して、さらに利便性の高い行政サービスを提供する。 

 

 ≪主な実施項目・実施状況≫ 

  （１）－１２ オープンデータ化の推進（Ｈ２８・新規） 

    本市が保有する公共データについて、市民や企業などが利活用しやすいように、商用

利用を含めた二次利用可能な条件等で公開するオープンデータ化を推進するため、地理

情報などの公共データの公開を開始するとともに、かごしまＩＴフェスタではオープン

データに関する講演会やアイデアコンテストを実施した。 

    【２８年度】 公共データの公開数５８項目 

 （１）－１３ 期日前投票宣誓書の事前配布（Ｈ２８・新規） 

有権者がより投票しやすい環境を整備するため、２８年４月の市議会議員選挙から、

本庁及び各支所の市民課窓口など（計１２箇所）に期日前投票宣誓書を事前配置すると

ともに、同宣誓書の市ホームページからのダウンロードを開始した。 

また、２８年７月の参議院議員通常選挙及び鹿児島県知事選挙から、投票所整理券に

期日前投票宣誓書を併記して、有権者に送付した。 

    【２８年度】 期日前投票宣誓書の事前記入提出者数４，３８５人（市議会議員選挙） 

  （１）－１４ ハローワーク窓口の庁舎内設置（Ｈ２８・新規） 

若者から高齢者まで幅広く、生活と就労に関する相談がワンストップでできるよう、

生活自立センター、ハローワークかごしま、雇用相談室及びシルバー人材センターの窓

口を一体的に設けた「生活・就労支援センターかごしま」を２８年１０月に本庁の東別

館１階に設置した。 

    【２８年度】 支援センターの利用状況１，３１８件 

  （１）－１５ クレジットカードによる診療費の支払い（Ｈ２８・新規） 

    患者の利便性向上のため、２８年４月から市立病院の窓口、自動精算機における診療

費のクレジットカードによる支払いの取扱を開始した。 

    【２８年度】 取扱件数１０，２５８件（窓口１，４４３件・自動精算機８，８１５件） 

 

上記のほか、防災資機材等の備蓄、期日前投票所の新設などにも引き続き取り組んだ。

これらにより、重点取組事項１では、１５項目を実施した。 
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重点取組事項２  職員の意識改革と人材育成 

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  職員の意識改革を推進し、これまで以上に柔軟な発想で改革に積極的に取り組むとともに、

地方分権時代の市政運営を担う、高い資質と能力を備えた職員を育成する。 

 

 

 ≪主な実施項目・実施状況≫ 

  （２）－４ 民間企業での職員研修（継続） 

民間の感覚や接遇マナー等を身につけた職員の養成を図るため、新規採用職員及び中

堅職員を対象に民間企業での職員研修を実施した。 

    【２８年度】 新規採用職員を対象にした民間企業等への派遣９３人（５日間） 

           中堅職員を対象にした民間企業等への派遣４人（２～３年間） 

  （２）－５ 公務員倫理研修の充実・強化（継続） 

市職員としての使命と職責を自覚し、市民から信頼される職員を育成するため、公務

員としての倫理・規範意識の向上や法令遵守の徹底等についての研修を実施した。 

    【２８年度】 研修受講者数延べ１，２４０人 

  （２）－１６ 職員ストレスチェックの実施（Ｈ２８・新規） 

労働安全衛生法の一部改正に伴い、職員のストレスの程度を把握し、職員自身のスト

レスへの気付きを促すことでメンタルヘルス不調を未然に防止するため、ストレスチェ

ックを全職員等に実施するとともに、医師による面接指導、集団分析を行った。 

    【２８年度】 受検者３，５２０人（高ストレス者２５０人・面接指導８８人） 

  （２）－１７ 救急救命士養成・研修及びメディカルコントロール体制の推進 

                                 （Ｈ２８・新規） 

救急業務の高度化や救急需要の増大に対応するため、救急救命士や救急資格者の養成

に向け必要な研修所派遣や研修等を行った。 

    【２８年度】 研修所派遣３６人 

 

上記のほか、窓口アンケート調査の実施、職員研修の充実などにも引き続き取り組ん

だ。これらにより、重点取組事項２では、１７項目を実施した。 
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重点取組事項３ スピード感を持った効果的な行財政運営の推進 

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  限られた財源の中で、多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応していくため、将来に

わたり持続可能な財政基盤を維持するとともに、市民に必要なサービスを効率的かつ効果的

に提供する、スピード感を持った行財政運営を推進する。 

 

 ≪主な実施項目・実施状況≫ 

  （３）－３８ ふるさと納税の推進（Ｈ２８・新規） 

    ふるさと納税のさらなる推進を図るため、寄附申込手続の利便性を向上させるクレジ

ット決済を導入するとともに、お礼品を拡充した。 

    【２８年度】 お礼品１７７品目（牛肉、豚肉、焼酎、工芸品等） 

           寄附額３０６，６５２千円（決算見込） 

（３）－３９ 個人住民税徴収の強化（Ｈ２８・新規） 

税収確保や市職員の徴収技術の向上を図るため、個人住民税について、地方税法第 

４８条に基づく県への徴収引継ぎや、県税徴収対策官と市職員の相互併任方式による滞

納整理の取組を実施した。 

    【２８年度】 県特別滞納整理班徴収額２６２，１１９，４５７円（本税のみ） 

（３）－４０ 統一的な基準による地方公会計の整備促進（Ｈ２８・新規） 

住民や議会等に対する説明責任の履行の充実を図るため、平成２７年１月に国が示し

た通知（統一的な基準による地方公会計の整備促進等について）に基づき、地方公会計

の整備促進に取り組んだ。 

    【２８年度】 財務システム等の改修や固定資産台帳の整備などの実施 

（３）－４１ 道路舗装の効率的な維持管理の実施（Ｈ２８・新規）（未実施） 

道路舗装の効率的、合理的な維持管理を実施するため、都市計画道路及び幹線市道の

舗装に係る維持管理計画の策定に向けた取組を進めていたところ、計画における整備路

線については、国で新設される公共施設等適正管理推進事業債の対象になることが２９

年２月に分かった。これに伴い、この事業債の活用に向けて計画内容の整理を行うこと

としたため、策定は２９年５月となった。 

    【２８年度】 維持管理計画（案）の検討（策定は２９年５月） 

（３）－４２ 物品調達代行等業務の委託（Ｈ２８・新規） 

物品の調達代行及び管理補助業務を委託することにより、診療材料の経費軽減と業務

の合理化を図った。 

    【２８年度】 調達代行及び管理補助業務の委託の実施 

 

上記のほか、適正な定員管理の推進、事務事業の見直しの推進などにも引き続き取り

組んだ。これらにより、重点取組事項３では、４２項目中４１項目を実施した。 
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重点取組事項４ 民間力のさらなる活用 

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  公共的なサービスについては、行政だけでなく民間も参入して公的な役割を担っている分

野もあり、市民ニーズが増大する中で、行政と民間それぞれの役割と責任を明確にしながら、

サービスの安全性や継続性を確保したうえで、民間力のさらなる活用を推進する。 

 

 ≪主な実施項目・実施状況≫ 

  （４）－１ 指定管理者制度の効果的な運用（継続） 

 市民サービスのより一層の向上と効率的な管理運営に資するため、公の施設への指定

管理者制度の導入について検討するとともに、指定管理者に対して適切なモニタリング

や指導を行った。 

    【２８年度】 新規導入施設 

           ・平川動物公園（Ｈ２８．４．１～） 

           ・上町ふれあい広場・上町の杜公園（Ｈ２８．１０．２１～） 

  （４）－３ 民間力を活用した新南部清掃工場の整備・運営（Ｈ２８・新規） 

 循環型社会及び低炭素社会の構築を推進するため、施設の老朽化に伴い更新を行う南

部清掃工場のごみ焼却施設とバイオガス施設は、公設民営（ＤＢＯ）方式で一体的整備

を行うこととしており、２８年度は事業者選定に向けた取組を実施した。 

    【２８年度】 実施方針の作成・公表や要求水準書等の作成 

 

上記のほか、民間力を活用した公共掲示板のリニューアルにも引き続き取り組んだ。

これらにより、重点取組事項４では、３項目を実施した。 
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重点取組事項５ 市民との協働の推進 

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  地域の特性を活かした市民主体のまちづくりを進めるためには、市民の知恵や力を市政に

活かしていくことが重要である。 

  また、市民の価値観やニーズの変化に伴い、より多様な行政サービスが求められてきてい

るが、財政的な制約があることはもとより、行政だけでは画一的なサービスになりがちであ

り、必ずしも効果的な対応ができていない状況も生じている。 

  このようなことから、市民参画を一層推進するとともに、市民団体等との協働による取り

組みを進め、市民ニーズに即した、よりきめ細かい行政サービスを実施していく。 

 

 ≪主な実施項目・実施状況≫ 

  （５）－２１ 働く世代の健康づくりの推進（継続） 

事業所との協働により、働く世代の生活習慣の改善やメンタルヘルスの対策など健康

づくりの推進に取り組むため、関係機関との協力体制を構築し、地域・職域連携推進協

議会の開催や健康づくりパートナーの募集・登録などを行った。 

    【２８年度】 健康づくりパートナー登録事業所数５０事業所 

  （５）－２３ 大学等と連携した町内会加入促進活動等の支援（Ｈ２８・新規） 

市内の大学等と連携し、学生の参加による町内会活動等の支援に取り組むため、学生

と町内会役員によるワークショップの開催や、町内会行事等への学生の派遣体制づくり

を行った。 

    【２８年度】 ワークショップ開催回数４回 

 

上記のほか、ＮＰＯ等との協働推進事業の実施、市コミュニティビジョンの推進など

にも引き続き取り組んだ。これらにより、重点取組事項５では、２３項目を実施した。 
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重点取組事項６ 社会貢献活動の充実 

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  豊かで活力ある地域社会の実現のためには、地域社会を構成する市民や市民団体、企業な

どが、地域の安全や福祉、環境などの課題について、それぞれの立場や役割に応じて自発的

に活動することが求められていることから、市役所も地域社会の一員として社会貢献活動を

推進する。 

  その活動を通じて、市民の立場に立った考え方を醸成し、市民が主役のまちづくりに活か

していく。 

 

 

 ≪主な実施項目・実施状況≫ 

  （６）－５ 公用車への環境対応車の導入推進（継続） 

    公用車の購入にあたっては、環境対応車導入指針に基づき、より環境への負担の少な

い環境対応車の導入を推進した。 

    【２８年度】 クリーンディーゼル自動車１６台（うち市営バス１０台）導入 

  （６）－７ わがまち市役所ボランティア隊の活動（継続） 

    市と市民とのパートナーシップによる地域福祉の推進を図るため、職員によるボラン

ティア活動を実施した。 

    【２８年度】 中央駅や天文館周辺の清掃などに延べ１０２人参加 

  （６）－１０ 学校施設の緑化推進（継続） 

    ヒートアイランド現象の抑制や児童生徒への環境教育及び教育環境の充実のため、学

校施設の緑化を推進した。 

    【２８年度】 小学校３校、高等学校１校の校庭芝生の修繕を実施 

 

上記のほか、職員の社会貢献活動の促進、公共施設への緑のカーテンの設置などにも

引き続き取り組んだ。これらにより、重点取組事項６では、１２項目を実施した。 
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３ ２９年度推進計画・推進方策別の主な推進項目について 

  ２９年度は、推進計画に掲げた９７項目を推進する。 

 【２９年度行政改革推進計画の推進項目数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）

① 市民サービスの向上 9

② 透明性と情報発信力の向上 4

③ 市民との協働の推進 16

④ 人材の育成と職員の能力向上 18

(2) 成果を意識した効率的な行財政運営の推進（量の改革）

① 事務事業の見直し 2

② 健全で持続可能な財政運営 20

③ 時代に即応した組織・機構の構築 1

④ 定員の適正な管理 2

⑤ 公共施設等の総合的な管理 13

⑥ 民間活力の活用 12

97合　　計

推進方針・具体的な推進方策 推進項目数

【47】

【50】
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  ２９年度の推進方針・具体的な推進方策別の主な推進項目は次のとおりである。 

 

推進方針（１） 市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供（質の改革）  

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  市民が主役の市政を推進するため、市民の視点に立ち、さまざまな手段や機会を通じて多

様化・高度化する市民ニーズを的確に把握し、常に改善を行い、行政サービスの質の向上に

取り組む。 

  また、市民と情報を共有することが大切であることから、市民への情報公開や市政に関す

る情報の積極的な発信に努めるとともに、計画策定や事業実施等における市民参画のさらな

る推進を図る。 

  市民や地域団体、ＮＰＯ、民間事業者などの多様な主体が、公共サービスの担い手として

さまざまな分野で活躍していることから、行政と市民等がそれぞれの責任と役割を分担しな

がら、連携・協力し合う協働の体制づくりを推進する。 

  さらに、市民が必要とする質の高い行政サービスを提供するため、職員の資質向上や意識

改革を一層推進する。 

 ≪主な推進項目≫ 

 ① 市民サービスの向上 

  ５ しごと情報ポータルサイトの構築 

雇用機会の拡大を図るため、国や県、関係機関を含めた市内の仕事に関する情報をワ

ンストップで提供するポータルサイトを構築する。 

    【２９年度】 イベント・セミナー、合同企業説明会の案内などの情報を掲載 

  ６ 図書館サービスの向上 

図書館へのオンラインデータベースの導入や主催講座開催時における託児サービスの

実施などにより、多様化・高度化する市民の要望に応え、サービスの向上を図る。 

    【２９年度】 オンラインデータベースの導入、託児サービスなどの実施 

  ７ 雑誌スポンサー制度の導入 

雑誌スポンサー制度を導入し、民間事業者等に雑誌を購入してもらうことにより、図

書館の雑誌を充実させ、利用者へのサービス向上を図る。 

    【２９年度】 スポンサーの募集などを行い、１１月から雑誌提供の開始 

 

 ② 透明性と情報発信力の向上 

  ３ 市政広報の情報発信力の強化 

市政広報全般について市民アンケートなどを行うことによりニーズを把握し、市政広

報の一層の充実を図るとともに、専門家による職員向けのセミナーを開催し、広報力を

強化する。 

    【２９年度】 市民アンケート調査や広報パワーアップセミナーの実施 
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 ③ 市民との協働の推進 

  １ 大学との連携の推進 

大学の持つ専門的な知見や、学生ならではの発想と行動力を市政の各種施策に生かす

ため、本市と協定を締結している市内６大学との連携を推進する。 

    【２９年度】 「６大学＋鹿児島市 連携推進会議」の設置 

           「６大学＋鹿児島市 連携学生シンポジウム（仮称）」の開催 

  １０ 再生可能エネルギーの産学官連携による調査・研究 

再生可能エネルギー（木質バイオマス熱）の利用を促進するため、産学官が連携して

調査・研究を行う。 

    【２９年度】 産学官連携による研究会の開催 

  １３ 都市型農業振興のための大学との連携 

大学の頭脳・情報・技術等をフルに活用し、本市農業の課題解決を進め、生産技術の

一層の高度化を図るため、鹿児島大学との連携を強化し、野菜生産技術等の共同研究に

取り組むなど、都市型農業の振興を推進する。 

    【２９年度】 山ホウレンソウとホウレンソウについての実証実験の実施 

 

 ④ 人材の育成と職員の能力向上 

  １ 公務員倫理意識の高揚（コンプライアンスの推進） 

コンプライアンス推進の基本となる指針を作成し、これに基づく公務員倫理研修の実

施や公益通報制度等の周知、円滑な運用等の取り組みを進めることで、市民から信頼さ

れ、またその信頼に応える組織風土の確立を図る。 

    【２９年度】 市職員コンプライアンス推進指針（仮）の策定、研修の実施 

  ７ 中堅職員マインドアップ研修の実施 

一般職員の仕事に対する意識の醸成（マインドアップ）のため、中堅職員に対し、研

修会を実施する。 

    【２９年度】 外部講師による講演の開催 

  １３ 職員の地域イベント等への参加促進 

商店街や事業協働組合等が市民を対象として実施するイベント等について、庁内電子

掲示板等で情報提供を行い、職員の参加促進を図る。 

    【２９年度】 まちゼミや中央駅がんばる商店街フェスタなどイベント等の開催を全

庁に情報提供 
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推進方針（２） 成果を意識した効率的な行財政運営の推進 （量の改革）  

 【行政改革大綱（抜粋）】 

  行政責任を確保しながら、限られた行政資源を有効に活用し、最少の経費で最大の効果を

挙げるため、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイクルによるコストや成果を意識した事

務事業の徹底した見直しを行うとともに、自主財源の確保や歳出の効率化を図る。 

  また、時代に即応した組織・機構を構築するとともに、厳しい行財政環境の下でも、必要

な行政サービスを提供できる体制を確保するため、民間において対応できる分野は積極的に

民間活力を活用し、行政は行政でなければ対応できない分野に重点的に対応するなど、行政

資源の最適配分に努め、効率的で健全な行財政運営を推進する。 

  さらに、今後の人口減少等による公共施設等の利用需要の変化に対応するため、長期的な

視点をもって更新・長寿命化等を計画的に行い、財政負担の軽減・平準化を図る。 

 

 ≪主な推進項目≫ 

 ① 事務事業の見直し 

  １ 行政評価の実施 

    総合計画の効率的かつ計画的な推進に資するとともに、市民の視点に立った成果重視

型の行財政運営の実現を図るため、行政評価を実施する。 

    【２９年度】 内部・外部評価の実施（評価結果の公表含む） 

 

 ② 健全で持続可能な財政運営 

  ７ 使用料・手数料の見直し 

 消費税率の引き上げや物価上昇による施設管理運営経費変動等に対応するため、使用

料・手数料の見直しを行う。 

    【２９年度】 魚類市場新関連店舗棟使用料の見直し 

  ８ ネーミングライツの導入可能性調査 

公共施設に呼称を付与する権利（ネーミングライツ）を売却することで、本市の歳入

確保に資するとともに、企業等に地域貢献やＰＲの場を提供する制度の導入について可

能性調査を行う。 

    【２９年度】 他都市への状況調査、導入可能性の検討 

  ９ 庁舎内広告掲載の導入可能性調査 

本庁舎において、庁舎内広告を掲載させることで、本市の歳入確保に資するとともに、

企業等にＰＲの場を提供する制度の導入について可能性調査を行う。 

    【２９年度】 広告掲載場所の調査、導入可能性の検討 
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  １０ 鹿児島市国民健康保険事業財政健全化計画の推進 

本市国保事業の安定的な運営を図るため、収納率向上対策及び税率改定の検討を含め

た鹿児島市国民健康保険事業財政健全化計画を策定し、同計画に基づく取組を推進する。 

    【２９年度】 財政健全化計画の策定 

  １２ ＬＥＤ化の推進 

ＣＯ2 排出量とトータルコストの削減を図るため、市の庁舎照明や市が直接管理して

いる道路照明灯などのＬＥＤ化を推進する。 

    【２９年度】 モデルケースの調査、谷山支所の庁舎照明のＬＥＤ化 

  １４ 家庭ごみの減量化・資源化の推進 

住民説明会や広報媒体を活用した周知により市民意識の向上を図るとともに、もやせ

ないごみの資源化など、新たな施策に取り組むことで、家庭ごみの減量化・資源化を推

進する。 

    【２９年度】 ホームフードリサイクルグリーン事業やもやせないごみ資源化事業な

どの実施 

 

 ③ 時代に即応した組織・機構の構築 

  １ 時代に即応した組織・機構の構築 

社会経済情勢の変化や市民ニーズに的確かつ迅速に対応できる、スリムで効率的・機

能的な組織・機構を整備する。 

    【２９年度】 観光交流局に「明治維新１５０年・西郷どん推進室」の新設など 

 

 ④ 定員の適正な管理 

  １ 適正な定員管理の推進 

事務事業の見直しや民間活力の活用、時代に即応した組織・機構の構築等による人員

の削減を進めるとともに、新たな行政需要等に対応できるよう適切な人員配置を図る。 

特に、技能労務職については、今後は退職者不補充とし、各業務については、現に従

事している職員の状況等を考慮しながら、段階的に民間活力の活用を推進する。 

    【２９年度】 Ｈ２９．４．１現在の職員定数５，５９１人（２８年度より△５人） 
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 ⑤ 公共施設等の総合的な管理 

  １ 公共施設等総合管理計画の推進 

 厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化し

ていくことが予想されることを踏まえ、平成２７年度に策定した公共施設等総合管理計

画（計画期間：平成２８年度～３７年度）に基づき、長期的な視点をもって、更新、長

寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽減・平準化する。 

    【２９年度】 個別施設計画の策定や庁内検討会議の開催、職員研修会の実施など 

  ７ 市営住宅の長寿命化 

 市営住宅について、施設の長寿命化及び更新コストの削減、事業量の平準化によるラ

イフサイクルコストの縮減を図るため、公営住宅等長寿命化計画（計画期間：平成２２

年度～３２年度）・短期保全計画（計画期間：平成２５年度～３１年度）に基づき、予防

保全的な改善等を行う。 

    【２９年度】 公営住宅等長寿命化計画の見直し、外壁改修等の実施 

  １３ 下水処理場の統廃合 

 鹿児島市公共下水道事業全体計画（計画期間：平成１６年度～３５年度）に基づき、

計画策定時の６処理場を南部処理場と谷山処理場の２処理場に統廃合し、効率的な事業

運営を図る。 

    【２９年度】 処理場の統廃合に向け、市公共下水道事業計画第１２次変更計画の見

直し 

 

 ⑥ 民間活力の活用 

  １ 指定管理者制度の効果的な運用 

市民サービスのより一層の向上と効率的な管理運営に資するため、公の施設への指定

管理者制度の導入について検討するとともに、指定管理者に対して適切なモニタリング

や指導を行う。 

    【２９年度】 新規導入施設（Ｈ２９.４.１～） 

・高齢者福祉センター伊敷 

・西部親子つどいの広場 

  １２ 上下水道料金の調定・収納業務等の委託 

民間業者のノウハウ等を活用し、経費の縮減等を図るため、調定・収納業務等につい

て、委託を行う。 

    【２９年度】 ３０年４月からの業務委託に向けた受託者の選定及び委託契約の締結 

 


